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研究要旨：近年、子供の成長や健康影響に対する化学物質曝露による影響が着目される中、特に柔

軟性や難燃性のある合成樹脂やゴム製品を作る上で多くの可塑剤・難燃剤が使用されている。これ

らの原材料から成る玩具は、小児が日常生活を送る上でも接触頻度が非常に高く、化学物質に対す

る特異的な曝露機会となり、特に、感受性の高い乳幼児期に玩具を口に入れるマウシングによる経

口曝露は、化学物質曝露による乳幼児へのリスクを評価する上でも無視できないものである。そこ

で、本研究では、乳幼児を対象に、玩具の使用による可塑剤・難燃剤化合物に関する曝露評価を行

うことを目的とし、室内行動調査から実際に室内で過ごす乳幼児のマウシング行動を調べると共に、

日常生活における玩具の使用状況など、玩具の安全管理に関する実態を調査することとした。 

実体を調べるにあたり、文献検索を行ったが、主に国内で販売する製品を中心に、インターネッ

ト上の医中誌や Pubmedなどのデータベースを用いて調べ、文献の他、調査報告書、学会要旨等か

ら情報収集した。 

フタル酸エステル類は、塩化ビニル樹脂（PVC）の製造に可塑剤として利用されることが多く、

PVCは、壁紙や床材、ゴム手袋や食品トレーなど、建物の内装材や生活用品の材料としても幅広く

用いられている。また、こうした製品は、子どものおもちゃ製作などの材料としても用いられる頻

度が高いため、おもちゃでは規制されるフタル酸類をマウシングにより曝露される可能性も考えら

れる。実際、ビニールテープには、フタル酸エステル類が使われていることが多く、材質などには

注意が必要であるが、最近は、フタル酸エステルを意図的に使用しない「フタル酸フリー」のビニ

ールテープも販売されているため、こうした商品を使用するのも安全管理のひとつと言える。また、

フタル酸エステル系ポリ塩化ビニル製の手袋には、DEHP（フタル酸ジエチルヘキシル）を始め

DEHA（アジピン酸ジ（2-エチルヘキシル））、DINP（フタル酸ジイソノニル）、BBP（フタル酸ベ

ンジルブチル）、DEHA（アジピン酸ジ（2-エチルヘキシル））が主要な可塑剤として使用されてお

り、これら製品中での残存量（3.2～38％）も比較的高い状況にある。そのため、食品用の器具・容

器包装に関しては、健康リスクの面からフタル酸の含有量が食品衛生法（2010 年）により規制さ

れているが、近年、代替成分などの未規制の成分の使用が増加傾向にあることからも、引き続き継

続したリスク評価や実態調査から有害性を明確にする必要がある。 

以上のことから、手作りおもちゃの製作には、健康及び安全面への配慮から、規制の対象とされ

るフタル酸エステル類をできるだけ含まない素材選びが必要と言える。また、乳幼児の場合には、

特にマウシングによりおもちゃを口にいれることなどを考慮し、材料の大きさや化学物質の溶出な

どに関する安全面に配慮された食品用のプラスチック材料や、布や紙を代替として使用することが

勧められる。 
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A．研究目的 

子どもたちが遊ぶプラスチック製のおもちゃ、

特に柔軟性のある合成樹脂やゴム製品を作る上

では、多くの可塑剤が使用されている。これらの

原材料から成る玩具は、小児が日常生活を送る上

でも接触頻度が非常に高く、化学物質に対する特

異的な曝露機会となるため、特に、感受性の高い

乳幼児期に玩具を口に入れるマウシングによる

経口曝露は、化学物質曝露による乳幼児へのリス

クを評価する上でも無視できないものである。ま

た、材質に柔軟性を持たせることを目的に添加さ

れる可塑剤として汎用されるフタル酸エステル

類は、有害性が懸念されるものの、これまでポリ

塩化ビニル（PVC）を原材料とした製品に広く用

いられ、建物の内装材や食品トレー、ゴム手袋な

ど、身の回りの様々な生活用品に利用されてきた。

この様な製品は、ときには手作りの工作材料とし

て利用される機会も多く、玩具や器具・容器包装

などの他、規制の対象外とされる製品中にも含ま

れている可能性がある。そのため、本研究項目で

は、身の回りの生活用品に着目し、子どもの製作

や手作りのおもちゃを作製した場合のフタル酸

エステル類の曝露の可能性について、既往研究に

よる文献や報告書をもとに情報収集することと

した。 

 

B．研究方法 

1. 情報収集 

 文献検索は、主に国内で販売する製品を中心に、

インターネット上の医中誌や Pubmed などのデ

ータベースを用いて調べ、文献の他、調査報告書、

学会要旨等から情報収集した。 

 

C．結果及び考察 

1. 身の回りの生活用品に含まれるフタル酸エス

テル類 

身の回りの様々な生活用品に使用されるフタ

ル酸エステル類の含有率は、製品または成分によ

って様々であるが、一般に、数％～数十％含まれ

ていると報告がある 1。フタル酸エステル類が利

用されるPVCの主な用途としては、壁紙や床材、

シャワーカーテンなど、建物の内装材や生活用品

があるが、この様な製品中のフタル酸エステル類

は、ハウスダストや気中への放散、接触などによ

って曝露される可能性があり 2、室内汚染源とな

ることが懸念されている。また、アレルギー疾患

やシックハウス症候群などの健康影響との関連

性についても、疫学的な長年の研究から明らかに

されつつあり、フタル酸エステル類は、環境汚染

物質の調査研究の対象として重要視されてきた。

DEHP および DBP への曝露が高まると、就学

前および就学年齢の子供の神経学的発達障害、特

に言語学習および表現障害と負の関連があると

されている 3。フタル酸エステル類は、このよう

な有害性が懸念される面もあるものの、生活用品

が手作りの工作材料として利用される機会もあ

り、特に、小さな子どもが利用する場合には、マ

ウシングにより口に入れる可能性が高いことか

ら、材質の選択には注意が必要である。 

 

2．手作りおもちゃの材質選び 

手作りの工作に良く使用される生活用品とし

ては、柔らかく自由に変形が可能なポリ塩化ビニ

ル製のビニールテープや手袋、軽量で取り扱いが

容易な食品の容器包装などがある。しかしながら、

ビニールテープには、フタル酸エステル類 4が使

われていることが多いため、材質などには注意が

必要である。最近は、フタル酸エステルを意図的

に使用しない「フタル酸フリー」のビニールテー

プも販売されているため、こうした商品を使用す

るのも安全管理の方法のひとつと言える。 

また、河村ら（1999）5 が調査した製品中の含

有成分の組成に関する報告によると、フタル酸エ

ステル系ポリ塩化ビニル製の手袋には、DEHP
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（フタル酸ジエチルヘキシル）を始め DEHA（ア

ジピン酸ジ（2-エチルヘキシル））、DINP（フタル

酸ジイソノニル）、BBP（フタル酸ベンジルブチ

ル）、DEHA（アジピン酸ジ（2-エチルヘキシル））

が主要な可塑剤として使用されており、これらが

製品中に残存する濃度は 3.2～38％と成分によっ

て様々であること、また、製品から検出された成

分の合計は 34～55％に達し、可塑剤の残存量は

非常に高い状況にあると報告が過去にあった。 

さらに、食品の容器包装から検出される成分の

調査結果からは、規制成分である微量のDEHPが

検出されていた他、非規制成分である DINA、

DBS、ATBC などが数十 µg/g 程度、プロセスチ

ーズやソーセージの容器包装または食品中から

検出されるケースが報告されている 6。そのため、

食品用の容器包装についても、食品への移行によ

り食事を介したフタル酸エステル類の摂取が指

摘され、社会問題とされてきた。特に、フタル酸

エステル類の中でもDEHPは、有害性の面から、

器具・容器包装における含有量が食品衛生法

（2010年）により規制された 7。そのため、規制

が実施された 2010 年以降には、非フタル酸エス

テル系の可塑剤を使用した PVC 製品からは、規

制値（0.1wt%）を超える DEHP は検出されてお

らず 8、検出された主な可塑剤は DPGDB（ジ安

息香酸ジ -x- ブロピレングリコール）、DINA（ア

ジピン酸ジイソノニル）、DEGDB（ジ安息香酸ジ

エチレングリコール）、ASP（アルキルスルフォン

酸フェニルエステル）であった 8。 

 

D．結論 

上記の様な生活用品を対象としたこれまでの

調査結果から、生活用品を用いた子供の工作や、

廃材を活用した手作りおもちゃの製作には、健康

及び安全面への配慮から、規制の対象とされてい

るフタル酸エステル類をできるだけ含まない素

材選びが必要と言える。また、近年、使用が増加

するフタル酸エステル類の代替成分については、

有害性等が明確でない成分も多数製品中で使用

されている。そのため、特に、乳幼児を対象とし

た手作りおもちゃを作成する場合には、マウシン

グによりおもちゃを口にいれた場合を考慮し、材

料の大きさや化学物質の溶出などに関する安全

面に配慮された食品用のプラスチック材料や、布

や紙を代替として使用することが勧められる。 
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